
 

 

 廃炉発官Ｒ５第１３９号 

令和５年１２月２０日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長   小早川  智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，別紙の通り，「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の

変更認可の申請をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

  



別紙（1 / 2） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇所

を別添の通りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

  ＡＬＰＳ処理水の分析において全α放射能が検出された場合に福島第一原子力

発電所構内の化学分析棟で組成の確認を実施する。 

また，化学分析棟での魚類等トリチウム分析において，環境空気中のトリチウム

による分析への影響が確認されたことに伴い，化学分析棟に環境空気中トリチウ

ムの影響を排除した分析エリアを増床するため，以下の変更を行う。 

 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第１編 （１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置) 

  附則 

・化学分析棟増床に伴う変更 

・免震重要棟の管理対象区域の区域区分変更に伴う記載削除 

・使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の新設エリアモニタ運用開始に伴う 

記載削除 

・増設雑固体廃棄物焼却設備の設備移管完了に伴う記載削除 

添付１ 管理区域図 

福島第一原子力発電所 管理区域全体図（２／２） 

・化学分析棟増床に伴う図面の変更 

・図面の適正化 

添付２ 管理対象区域図 

福島第一原子力発電所 全体図 

・化学分析棟増床に伴う図面の変更 

・図面の適正化 

 

第２編 （５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

附則 

・化学分析棟増床に伴う変更 

・免震重要棟の管理対象区域の区域区分変更に伴う記載削除 

・増設雑固体廃棄物焼却設備の設備移管完了に伴う記載削除 

添付１ 管理区域図 

福島第一原子力発電所 管理区域全体図（２／２） 

・化学分析棟増床に伴う図面の変更 

・図面の適正化 

添付２ 管理対象区域図 

福島第一原子力発電所 全体図 

・化学分析棟増床に伴う図面の変更 

・図面の適正化 

 



別紙（2 / 2） 
 

第３編（保安に係る補足説明） 

3 放射線管理に係る補足説明 

3.1 放射線防護及び管理 

3.1.2 放射線管理 

・α核種分析に関する記載の追加 

・記載の適正化 

 

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第１編 

 
（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置） 

 

 

 

 

 

 
 



Ⅲ-1-附則-1 

附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，化

学分析棟の増床部の運用開始をもって適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和５年５月１０日 原規規発第 2305107 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の運用を開始した時点から適用する

こととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年４月１７日 原規規発第 23041712 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，そ

れぞれの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月７日 原規規発第 2303075 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の２の表４２の２－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出さ

れる放射性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに



Ⅲ-1-附則-2 

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和４年１０月２７日 原規規発第 2210277 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条については，１号大型カバー換気設備の運用を開始した時点から適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和４年４月２２日 原規規発第 2204221 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４２条の表４２－１及び表４２－２における２号炉原子炉建屋オペレーティングフ

ロア及び燃料取り出し用構台換気設備から放出される気体廃棄物の管理については，２

号炉原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備の運用を開始

した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第６０条及び第６１条については，２号炉燃料取り出し用構台におけるエリアモニタ

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和３年４月６日 原規規発第 2104063 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２については，減容処理設備の運用を開

始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理区域図面並びに添付２（管理

対象区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域

の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 



Ⅲ-1-附則-3 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第４０条及び第４２条の２については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した

時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２８年１２月２７日 原規規発第 1612276 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第４０条の２における水位の監視については，水位計の設置が完了した貯留設備から

順次適用する。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

２．第１７条第３項及び第４項の１号炉復水貯蔵タンク水については，運用開始時点から

適用する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第４６条及び第４９条関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第４５条，第４７条及び第４８条関連） 
 

 

 

 

 
 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

第２編 

 
（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

 

 

 

 

 

 
 



Ⅲ-2-附則-1 

附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，化

学分析棟の増床部の運用開始をもって適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

附則（令和５年５月１０日 原規規発第 2305107 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，ＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の運用を開始した時点から適用する

こととし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年４月１７日 原規規発第 23041712 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，そ

れぞれの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月７日 原規規発第 2303075 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第８９条の表８９－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出される放射

性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに



Ⅲ-2-附則-2 

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和３年４月６日 原規規発第 2104063 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条については，減容処理設備の運用を開

始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理区域図面並びに添付２（管理

対象区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域

の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な

場合，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすこ

とができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 



  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 



  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 



  

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  



  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 



  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                  

 

 

                  

 

                       

 

 

 

                   

 

 

 



  

 

 

  

 



２０２３年１２月２０日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の変更認可の申請 

に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について 

 

＜申請書＞ 

申請件名 化学分析棟で使用する核燃料物質の追加および化学分析棟の増床に伴う管理対象区域図の変更 

申請概要 
化学分析棟におけるα核種分析の実施，および化学分析棟の増床による管理対象区域図の変更に伴い，「福島第一原子力発電所  特定原

子力施設に係る実施計画」の変更認可申請を行う。 
 

上記の申請に関する核セキュリティ及び保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。 
 

＜核セキュリティ及び保障措置への影響の有無＞ 

確認項目 影響の有無 備考 

核セキュリティへの影響 

① 防護対象の追加等による影響の有無 無 
防護対象の追加等はないことから

影響無し。 

② 侵入防止対策に係る性能への影響の有無 
無 

防護設備及び監視体制に変更を及

ぼすものではないため、侵入防止

対策への影響無し。 

保障措置への影響 

① 設計情報質問表（DIQ:Design Information Questionnaire）

への影響の有無 
無 

変更手続きが必要な事項に該当し

ないので、影響無し。 

② 査察機器の移設又は新規設置の有無 
無 

既存の査察機器との干渉がないた

め、影響無し。 

③ サイト内建物報告の観点から，恒久的な建物・構造物の新設

の有無 
有 

既報告建物の面積に変更があるた

め、影響有り。 

④ 既存の査察実施方針への影響の有無 
無 

既存の IAEA 査察内容(施策)での

対応可能。 




